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１ 募集の趣旨 

  君津市は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の

活性化を図るため、市が所有する施設に対するネーミングライツパートナー

を募集します。 

 

２ 募集主体 

  君津市 

 

３ ネーミングライツの概要 

 (1) 定義 

   ネーミングライツとは、契約により市の施設等の名称に企業名や商品名

等を冠した愛称を付与させる代わりに、ネーミングライツを取得した民間

事業者等（以下「ネーミングライツパートナー」という。）から対価を得て、

導入目的に資するものです。 

 (2) 運用 

   ネーミングライツ導入後は、市は積極的に愛称を使用することとします

が、条例に規定されている施設の名称は変更しないものとし、必要に応じ

て条例に規定されている名称を使用できるものとします。 

 

４ 愛称 

 (1) 愛称の表記 

   愛称は、公共施設にふさわしいものであって、親しみやすさや呼びやす

さ等の視点から市民からの理解が得られるものとします。企業ロゴのデザ

インは、ネーミングライツパートナーが権利を有する登録商号であるもの

に限り、使用することができます。愛称の掲出場所は、提案内容や双方の協

議により決定します。 

 (2) 使用を禁止する愛称 

   愛称が、君津市広告掲載に関する要綱（令和元年君津市告示第６４号）第

３条第２項各号のいずれかに該当するものは、愛称とすることができませ

ん。 
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 (3) 愛称の変更 

   市民や施設利用者等の混乱を避けるため、市長が特に必要と認める場合

を除き、契約期間内の愛称の変更はできません。 

 

５ ネーミングライツパートナーへの特典（付帯権利） 

 (1) 君津市の広報紙やホームページ等における施設名称の記載には、原則と

して愛称を使用します。なお、愛称とともに市が定めている施設名称を併

記する場合があります。 

 (2) ネーミングライツパートナーのホームページ等で、対象施設のネーミン

グライツパートナーであることを広報することができます。 

 (3) 対象施設内外の看板表示等を、愛称を付したものに変更することができ

ます。 

 (4) 対象施設にて、商品等のＰＲをすることができます。 

 (5) その他付与する特典については、別途協議の上決定するものとします。 

   ※指定管理者制度導入（予定）施設については、対象施設所管課・現指定

管理者と特典内容について協議を行うものとします。 

 

６ ネーミングライツパートナーの申込方法等 

 (1) 申込方法 

   次の書類により、提案してください。 

  ア 君津市ネーミングライツ事業申込書（添付様式１） 

  イ 法人の概要を記載した書類 

  ウ 定款、寄付行為その他これらに類する書類 

  エ 法人の登記事項証明書 

  オ 印鑑証明書 

  カ 前事業年度の貸借対照表、損益計算書、財産目録その他これらに類す

る書類 

  キ ネーミングライツ事業の申請に関する確約書（添付様式２） 

 (2) 受付期間 

   令和５年９月１日から令和６年８月３１日までです。 



4 

 

 (3) 提出方法 

   持参又は郵送により提出してください。 

   持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２

9 日から１月３日まで）を除く日の午前８時３０分から午後５時１５分まで

です。 

(4) 応募資格 

   応募資格を有する者は、法人格を有するものとします。また、複数の法人

で構成されるグループの応募も可能ですが、その際は代表の法人を設定し、

責任の所在を明確にしてください。 

   ただし、次の事項に該当する場合は、応募することが出来ません。 

  ア 君津市広告掲載に関する要綱第３条第１項各号に掲げる業種又は事業 

   者 

  イ 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当する者 

  ウ 君津市建設工事請負業者等指名措置要領及び君津市入札契約に係る暴

力団対策措置要綱（平成２７年君津市告示第７３号）による指名停止措置

を受けている者 

  エ 市税を滞納している者 

  オ その他、本市のネーミングライツパートナーとして不適当と認められ

る者 

 (5) 費用負担 

   応募に要する経費は、すべて応募者の負担とします。 
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７ 提案内容 

  下記の内容について提案してください。 

内容 条件 備考 

導入対象施設 
「導入対象施設一覧表」

のとおり。 

施設全てではなく、施設

内の一部（ロビーのみ等）

でも可能です。 

ネーミングライツ料 

対象施設の利用状況、市

内外への訴求効果等、広

告価値を見定めたうえ

で、希望するネーミング

ライツ料（対価）を提案し

てください。 

 

消費税及び地方消費税は

別途 

※ネーミングライツ付与

の対価は金銭ばかりでな

く、施設で利用可能な製

品等の提供や役務（サー

ビス）の提供なども対象

とできることとします。 

契約期間 
原則、１年以上５年以内

とする。 

指定管理者制度導入施設

は、現指定管理の期間を

考慮し、適切な期間設定

に配慮するものとしま

す。 

付帯提案 

施設等の魅力を向上させ

る応募者自身が実施可能

な提案等がありました

ら、記載してください。 

付帯提案なしでも応募は

可能です。 

 

８ 審査方法等 

 (1) 審査方法 

   市が設置するネーミングライツ導入審査委員会で提案内容について導入

の可否を審査します。導入可能と判断された場合、提案者を優先交渉権者

に決定します。 

   優先交渉権者とは、応募者のうち、ネーミングライツパートナーとして
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適格であり、かつ有利な条件で契約を締結することができる者として、他

の応募者に優先して市が契約交渉を行う団体のことをいいます。 

(2) 審査基準 

   対象施設の設置目的やイメージとの整合性、市民にとってのわかりやす

さや、ネーミングライツ料、契約期間、応募者の経営状況、付帯提案の内容、

「君津市広告掲載に関する要綱」との整合性等を総合的に勘案し、審査し

ます。 

 (3) 審査結果の通知 

   審査後、提案者に通知するとともに、選定された優先交渉権者を市のホ

ームページなどで発表します。 

  (4) ネーミングライツパートナーの決定と契約の締結 

   優先交渉権者との協議が整った場合は、当該団体をネーミングライツパ

ートナーとして決定し、ネーミングライツに関する契約を締結します。 

 

９ 費用負担 

  対象施設内外の看板表示等の変更、契約期間終了後の原状回復に要する費

用については、ネーミングライツパートナー側の負担とします。 

  市のパンフレット等の印刷物や市ホームページの表示については君津市が

対応します。 

 

１０ 契約の解除 

 (1) ネーミングライツパートナーの信用失墜行為等があった場合 

   ネーミングライツパートナーの信用失墜行為等に伴い、当該施設のイメ

ージが損なわれるおそれが生じた場合、市は契約満了を待たず契約を解除

できることとします。 

   この場合における、原状回復に必要な費用はネーミングライツパートナ

ーが負担するものとし、ネーミングライツ料も返還しません。 

 (2) 災害その他の不可抗力等、双方の責めに帰し得ない事由の場合 

   災害その他の不可抗力等、双方の責めに帰し得ない事由により契約に定

める義務を履行できない場合、市は既に支払われたネーミングライツ料の
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うち未履行分について、日割りによる計算の上、ネーミングライツパート

ナーに速やかに返還することとします。 

   この場合における、原状回復に必要な費用はネーミングライツパートナ

ーが負担するものとします。 

 (3) ネーミングライツ料が物品・役務等の提供である場合 

   契約解除の理由を問わず、物品についてはネーミングライツパートナー

に返還します。役務については、契約解除時まで提供していただくことと

し、既に履行済みの役務に関して、市が返還の義務は負わないものとしま

す。 

 

１１ 契約の満了 

  市は契約期間満了までに、当該施設について、ネーミングライツの継続実

施を判断します。 

  なお、愛称が頻繁に変更となることを避けるため、ネーミングライツの契

約更新施設においては、現ネーミングライツパートナーは優先的に交渉する

候補者となることができます。更新時においても、ネーミングライツ導入審

査委員会での審査を実施します。 

 

１２ 原状回復 

  契約期間終了後または本契約解除後３０日以内に看板等における愛称、ロ

ゴマーク等を原状回復するものとする。 

 

１３ お申込み・お問い合わせ先 

  〒２９９－１１９２ 

  千葉県君津市久保２丁目１３番１号 

  君津市総務部総務課経営改革推進室 

  TEL：０４３９－５６－１２３２ 

  FAX：０４３９－５６－１４０４ 

  E-mail： somu@city.kimitsu.lg.jp 

 

mailto:somu@city.kimitsu.lg.jp
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【導入対象施設一覧表】 

 

 

 

No. 施設名 施設所管課 条件・備考 指定管理者

1 君津市民文化ホール 生涯学習文化課 有

2 君津バスターミナル駐車場 建設計画課 有

3 君津グラウンド・ゴルフ場 有

4 君津市小糸スポーツ広場 有

5 三石山展望広場 経済振興課

6 坂田駐車場 有

7 君津駅北口・南口自転車駐車場 有

8 君津駅北口交通広場駐車場 有

9 こ線人道橋(シェルター含む） 管理課

10 君津中央公園 公園緑地課

11
君津市森林体験交流センター（木のふ

るさと文化センター）
有

12
君津市里山管理センター三舟の里案内

所
有

13 道路 1級、2級市道に限る

14 橋りょう
橋梁台帳に記載のあるも

のに限る

15 公園 公園緑地課

内みのわ運動公園、亀山

湖畔公園、君津緩衝緑地

は除く

16 亀山駅前観光便所

17 久留里駅前便所

18 郡ダム観光トイレ

19 三石山第一観光便所

20 三石山第二観光便所

21 鹿野山神野寺前観光便所

22 正木地区公衆用便所

トイレであるということ

がわかること
経済振興課

建設計画課

スポーツ推進課

農林土木課

管理課


